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１ 神奈川県男女共同参画推進条例（平成14年神奈川県条例第８号）新旧対照表 

改    正 現    行 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関

し、県、事業者及び県民の責務を明らかにす

るとともに、男女共同参画の推進に関する施

策の実施について必要な事項を定めることに

より、男女共同参画社会の形成を促進し、も

ってジェンダー平等の実現を図り、全ての人

が個性と能力を発揮することのできる社会の

実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 男女共同参画 ジェンダー平等の実現

を目指して、男女が、互いにその人権を尊

重し、社会の対等な構成員として、自らの

意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男

女が均等に利益を享受することができ、か

つ、共に責任を担うことをいう。 

(２) （略） 

(３) ジェンダー平等 社会的又は文化的に

形成された性別による格差、差別及び偏見

が解消され、全ての人が平等である状態を

いう。 

(４) （略） 

(５) セクシュアル・ハラスメント       

    性的な言動により相手方の職場、 

家庭、学校、地域その他の生活環境を害す 

ること又は性的な言動に対する相手方の対 

応によりその者に不利益を与えることをい

う。 

（男女共同参画を推進するための理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、全ての人の個

人としての尊厳が重んぜられ性別によるいか

なる権利侵害も受けないこと、あらゆる場に

おいて全ての人が性別による差別的取扱いを

受けないこと、全ての人が個人としての能力

を発揮する機会が確保されることその他の全

ての人の人権が尊重されることを旨として、

行われなければならない。 

２ 男女共同参画の推進は、全ての人が性別に

よらず、社会のあらゆる分野における意思の

形成及び決定に共同して参画する機会が確保

されることを旨として、行われなければなら

ない。 

３ 男女共同参画の推進は、家族を構成する全

ての人が、相互の協力と社会の支援の下に、

家庭生活と職業生活その他の社会生活等との

調和を図ることができるようにすることを旨

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関

し、県、事業者及び県民の責務を明らかにす

るとともに、男女共同参画の推進に関する施

策の実施について必要な事項を定めることに

より、男女共同参画社会の形成の促進    

                      

                      

  に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 男女共同参画             

      男女が、互いにその人権を尊

重し、社会の対等な構成員として、自らの

意思によって社会のあらゆる分野における

活動に参画する機会が確保され、もって男

女が均等に利益を享受することができ、か

つ、共に責任を担うことをいう。 

(２) （略） 

（新規） 

 

 

 

(３) （略） 

(４) セクシュアル・ハラスメント 相手が

望まない性的な言動により相手方の職場、

家庭、学校、地域その他の生活環境を害す

ること又は性的な言動に対する相手方の対

応によりその者に不利益を与えることをい

う。 

（男女共同参画を推進するための理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、男女の  個 

人としての尊厳が重んぜられ性別によるいか

なる権利侵害も受けないこと、あらゆる場に

おいて男女が  性別による差別的取扱いを

受けないこと、男女が  個人としての能力

を発揮する機会が確保されることその他の男

女の  人権が尊重されることを旨として、

行われなければならない。 

２ 男女共同参画の推進は、男女が      

    社会のあらゆる分野における意思の

形成及び決定に共同して参画する機会が確保

されることを旨として、行われなければなら

ない。 

３ 男女共同参画の推進は、家族を構成する男

女が  、相互の協力と社会の支援の下に、

家庭生活と職業生活その他の社会生活等との

調和を図ることができるようにすることを旨
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改    正 現    行 

として、行われなければならない。 

４ 男女共同参画の推進に当たっては、社会的

又は文化的に形成された性別による固定的な

役割分担の意識（以下「固定的性別役割分担

意識」という。）を解消し、社会における活

動の自由な選択が行われる          

  よう配慮されなければならない。 

（県の責務） 

第４条 （略） 

２ 県は、男女共同参画の推進に関する施策そ

の他施策の策定及び実施に当たっては、ジェ

ンダー平等の実現の観点を踏まえるものとす

る。 

３ （略） 

第５条 （略） 

（県民の責務） 

第６条 県民は、条例の理念にのっとり、あら

ゆる分野において   共に責任を担い、及

び互いに協力するとともに、男女共同参画の

推進を阻害する行為を行わないよう努めなけ

ればならない。 

２ （略） 

（性別による権利侵害行為の禁止） 

第７条 何人も、職場、家庭、学校、地域その

他の社会のあらゆる場において、      

 暴力的行為（身体的又は精神的な苦痛を与

える行為をいう。）その他の性別による権利

侵害行為を行ってはならない。 

第８条 （略） 

（情報を読み解く能力の向上） 

第９条 県は、県民が、固定的性別役割分担意

識を連想させ、又は性別による権利侵害行為

を助長させる表現その他の男女共同参画の推

進を阻害するおそれがある表現に関し、提供

される情報を主体的に解釈し、及び評価する

ための能力の向上を図ろうとする取組に必要

な施策を講ずるものとする。 

第10条～第16条 （略） 

として、行われなければならない。 

４ 男女共同参画の推進に当たっては、社会に

おける制度又は慣行が 性別による固定的な

役割分担等を反映して、男女の        

             社会における活

動の自由な選択に対して影響を及ぼすことの

ないよう配慮されなければならない。 

（県の責務） 

第４条 （略） 

（新規） 

 

 

 

２ （略） 

第５条 （略） 

（県民の責務） 

第６条 県民は、条例の理念にのっとり、あら

ゆる分野において男女が共に責任を担い、及

び互いに協力するとともに、男女共同参画の

推進を阻害する行為を行わないよう努めなけ

ればならない。 

２ （略） 

（性別による権利侵害行為の禁止） 

第７条 何人も、職場、家庭、学校、地域その

他の社会のあらゆる場において、異性に対す

る暴力的行為（身体的又は精神的な苦痛を与

える行為をいう。）その他の性別による権利

侵害行為を行ってはならない。 

第８条 （略） 

（情報を読み解く能力の向上） 

第９条 県は、県民が、            

                      

            男女共同参画の推

進を阻害するおそれがある表現に関し、提供

される情報を主体的に解釈し、及び評価する

ための能力の向上を図ろうとする取組に必要

な施策を講じるものとする。 

第10条～第16条 （略） 
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２ 神奈川県保育士試験手数料等に関する条例（平成20年神奈川県条例第７号）新旧対照表 

改    正 現    行 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第227条及び第228条第１項並びに

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第18条の

９第３項（同法第18条の32第４項       

             において読み替

えて準用する場合を含む。）の規定に基づ

き、児童福祉法に規定する保育士試験及び地

域限定保育士試験              

        に係る手数料に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（手数料の徴収） 

第２条 知事は、児童福祉法第18条の８第２項

の規定に基づく保育士試験又は同法第18条の

28第１項に規定する地域限定保育士試験を   

              受けようとす

る者から、次の各号に掲げる事務につき、そ

れぞれ当該各号に掲げる名称の手数料を徴収

する。この場合において、当該手数料の金額

は、１件につきそれぞれ当該各号に定める額

とする。 

(１) （略）  

(２) 児童福祉法第18条の28第１項に規定す

る地域限定保育士試験の実施 地域限定保

育士試験手数料 １万2,700円 

 

 

(３) 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省

令第11号）第６条の11の２第２項の規定に

基づく保育士試験の全部の免除の申請に対

する審査 保育士試験全部免除申請手数料  

2,400円  

(４)  児童福祉法施行規則第６条の54におい

て読み替えて準用する同令第６条の11の２

第２項の規定に基づく地域限定保育士試験

の全部の免除の申請に対する審査 地域限

定保育士試験全部免除申請手数料 2,400円 

 

 

 

（指定試験機関又は指定地域試験機関が行う試

験に係る手数料） 

第３条 児童福祉法第18条の９第１項     

                      

                   の

規定により同項に           規

定する指定試験機関（以下「指定試験機関」

という。）がその試験事務の全部を行う保育

士試験を受けようとする者は前条第１号又は

第３号に掲げる手数料を当該指定試験機関

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第227条及び第228条第１項並びに

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第18条の

９第３項（国家戦略特別区域法（平成25年法

律第107号）第12条の５第８項において読み替

えて準用する場合を含む。）の規定に基づ

き、児童福祉法に規定する保育士試験及び国

家戦略特別区域法に規定する国家戦略特別区

域限定保育士試験に係る手数料に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（手数料の徴収） 

第２条 知事は、児童福祉法第18条の８第２項

の規定に基づく保育士試験又は国家戦略特別

区域法第12条の５第６項の規定に基づく国家

戦略特別区域限定保育士試験を受けようとす

る者から、次の各号に掲げる事務につき、そ

れぞれ当該各号に掲げる名称の手数料を徴収

する。この場合において、当該手数料の金額

は、１件につきそれぞれ当該各号に掲げる額

とする。 

(１) （略） 

(２) 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省

令第11号）第６条の11の２第２項の規定に

基づく保育士試験の全部の免除の申請に対

する審査 保育士試験全部免除申請手数料  

2,400円 

(３) 国家戦略特別区域法第12条の５第６項

の規定に基づく国家戦略特別区域限定保育

士試験の実施 国家戦略特別区域限定保育

士試験手数料 １万2,700円 

 

(４) 内閣府の所管するこども家庭庁関係法

令に係る国家戦略特別区域法施行規則（令

和５年内閣府令第44号）第９条において準

用する児童福祉法施行規則第６条の11の２

第２項の規定に基づく国家戦略特別区域限

定保育士試験の全部の免除の申請に対する

審査 国家戦略特別区域限定保育士試験全

部免除申請手数料 2,400円 

（指定試験機関          が行う試

験に係る手数料） 

第３条 児童福祉法第18条の９第１項（国家戦

略特別区域法第12条の５第８項において読み

替えて準用する場合を含む。以下同じ。）の

規定により児童福祉法第18条の９第１項に規

定する指定試験機関（以下「指定試験機関」

という。）がその試験事務の全部を行う保育

士試験又は国家戦略特別区域限定保育士試験

を受けようとする者は、前条の手数料を当該
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改    正 現    行 

に、同法第18条の32第１項の規定により同項

に規定する指定地域試験機関（以下「指定地

域試験機関」という。）がその地域試験事務

の全部を行う地域限定保育士試験を受けよう

とする者は前条第２号又は第４号に掲げる手

数料を当該指定地域試験機関にそれぞれ納付

しなければならない。 

２ 前項の規定により指定試験機関又は指定地

域試験機関に納付された手数料は、当該指定

試験機関又は指定地域試験機関の収入とす

る。 

指定試験機関に               

                      

                      

                      

                            

                  納付

しなければならない。 

２ 前項の規定により指定試験機関      

     に納付された手数料は、当該指定

試験機関           の収入とす

る。 
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３ 神奈川県立の障害者支援施設に関する条例（平成18年神奈川県条例第５号）新旧対照表 

改    正 現    行 

第１条 （略） 

（設置等） 

第２条 障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成17年法律第123

号。以下「法」という。）第５条第１項に規

定する施設障害福祉サービス（以下「施設障

害福祉サービス」という。）等を行い、障害

者等（法第２条第１項第１号に規定する障害

者等をいう。）の福祉の増進を図ることを目

的として、次のとおり神奈川県立の障害者支

援施設（以下「支援施設」という。）を設置

する。 

２ （略） 

第３条～第11条 （略） 

名称 位置 

（削除） 

 

 

（略） （略） 

第１条 （略） 

（設置等） 

第２条 障害者の日常生活及び社会生活を総合

的に支援するための法律（平成17年法律第123

号。以下「法」という。）第５条第１項に規

定する施設障害福祉サービス（以下「施設障

害福祉サービス」という。）等を行い、障害

者等（法第２条第１項第１号に規定する障害

者等をいう。）の福祉の増進を図ることを目

的として、次のとおり神奈川県立の障害者支

援施設（以下「支援施設」という。）を設置

する。 

２ （略） 

第３条～第11条 （略） 

名称 位置 

神奈川県立中井や

まゆり園 

足柄上郡中井町境218

番地 

（略） （略） 
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